
七

精
神
保
健
福
祉
士

第

四

百

三

十

号

令

和

五

年

九

月

二

十

二

日

精
神
障
害
者
の
相
談
援
助
の
業
務
に
従
事
す
る
。

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

四
一
七
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

出
納
管
理
課)

四
一
七

告

示

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

森
林
保
全
課)

四
一
八

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

四
二
〇

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の

数

(
選
挙
管
理
委
員
会)

四
二
一

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
名
称
等
の
変
更

(

同

)

四
二
二

○
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
の
名
称
の
変
更

(

同

)

四
二
五

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

下

水

道

課)

四
二
五

規

則

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
九
号

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

百
七
十
五
条
第
一
号
ロ
の
表
中
三
十
一
の
項
を
三
十
二
の
項
と
し
、
七
の
項
か
ら
三
十
の
項
ま
で

を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
六
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
十
号
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
五
年
九
月
二
十
二
日



岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
の
表
農
政
部
農
業
経
営
課
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
百
八
十
五
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

岐
阜
市
鴬
谷
四
六
九
五
の
五
、
四
六
九
五
の
六(

国
有
林)

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
森
林
保
全
課
及
び
岐
阜
市
役

所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

大
垣
市
上
石
津
町
西
山
字
浦
山
五
五
六
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
森
林
保
全
課
及
び
大
垣
市
役

所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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農
業
経
営
課
美
濃
加
茂
市
駐
在

農
業
経
営
課
美
濃
加
茂
市
駐
在
に
お
い
て
取
り
扱
う

識
別
カ
ー
ド
の
出
納
、
保
管
及
び
記
録
管
理
に
関
す

る
こ
と
。



令
和
五
年
九
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

中
津
川
市
坂
下
字
前
平
三
三
五
八
の
一
、
三
三
五
八
の
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
森
林
保
全
課
及
び
中
津
川
市

役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

山
県
市
大
字
松
尾
字
小
市
六
九
八
の
五
、
六
九
八
の
六
、
六
九
八
の
二
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
森
林
保
全
課
及
び
山
県
市
役

所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
八
十
九
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

飛�
市
古
川
町
数
河
字
東
平
二
〇
九
三
、
字
森
ケ
洞
二
一
〇
六
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
東
平
二
〇
九
三
・
字
森
ケ
洞
二
一
〇
六
の
一(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。)

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。
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(
｢

次
の
図｣

及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部

森
林
保
全
課
及
び
飛�
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
九
十
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

下
呂
市
萩
原
町
古
関
字
猪
ノ
平
一
四
八
二
の
一
、
字
若
栃
一
七
四
九

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
森
林
保
全
課
及
び
下
呂
市
役

所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

下
呂
市
萩
原
町
宮
田
字
栃
洞
二
〇
五
九
の
三
、
二
〇
五
九
の
八
、
二
〇
六
〇
か
ら
二
〇
六
二
ま
で
、

二
〇
八
七
の
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
栃
洞
二
〇
五
九
の
三
・
二
〇
五
九
の
八
・
二
〇
六
〇
か
ら
二
〇
六
二
ま
で
・
二
〇
八
七
の

二(

以
上
六
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部

森
林
保
全
課
及
び
下
呂
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
九
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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道
路
の
種
類

路
線
名

区

間

区
域
変
更
前
後
別

敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考



選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
七
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、

第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

び
運
営
に
関
す
る
法
律(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ

て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
二
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

１
令
和
５
年
９
月
１
日
現
在
に
お
い
て
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
総
数

1,632,502人

２
総
数
の
50分
の
１
の
数

32,651人

３
総
数
の
３
分
の
１
の
数
(そ
の
総
数
が
40万
を
超
え
80万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
40万
を

超
え
る
数
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
､
そ
の
総
数
が
80万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
80万
を
超
え
る
数
に
８
分
の
１
を
乗
じ

て
得
た
数
と
40万
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
)

304,063人

４
岐
阜
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
別
の
総
数
及
び
３
分
の
１
の
数
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一
般
国
道

百
五
十
六

号

高
山
市
荘
川
町
大
字
牛
丸
字

船
橋
谷
五
四
八
番
一
地
先
か

ら同

市
同

町
大
字
岩
瀬
字

高
ノ
野
三
八
番
一
地
先
ま
で

後 前��･�〜��･� ��･�〜��･����･� ���･�
郡

上
市

本
巣

市

飛�
市

瑞
穂

市

山
県

市

可
児

市

各
務

原
市

土
岐

市

美
濃

加
茂

市

恵
那

市

羽
島

市

瑞
浪

市

中
津

川
市

関
市
・
美
濃
市

多
治

見
市

高
山

市

大
垣

市

岐
阜

市

選
挙

区
名

32,823

42,501

19,300

43,813

21,570

92,962

119,870

46,008

42,571

39,891

55,478

30,026

62,432

87,032

90,071

71,672

145,146

334,456

総
数
(人
)

10,941

14,167

6,434

14,605

7,190

30,988

39,957

15,336

14,191

13,297

18,493

10,009

20,811

29,011

30,024

23,891

48,382

111,486

３
分
の
１
の
数
(人
)



岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号

公
職
選
挙
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
個
人

演
説
会
、
政
党
演
説
会
及
び
政
党
等
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
名
称
等
の
変
更
に
つ

い
て
、
次
の
と
お
り
報
告
が
あ
っ
た
の
で
そ
の
旨
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
二
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

名
称
等
を
変
更
し
た
施
設
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各
務
原
市

市
町
村
名

加
茂

郡

揖
斐

郡

安
八

郡

不
破

郡

養
老

郡

羽
島

郡

海
津

市

下
呂

市

各
務
原
市
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ

炉
畑

施
設
の
名
称

変
更
後
の
名
称
等

各
務
原
市

鵜
沼
三
ツ

池
町
６
丁

目
167
番

地 所
在
地

39,359

53,950

19,301

27,051

22,787

39,402

27,641

25,389

収
容
人
員

各
務
原
市
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ

炉
畑

施
設
の
名
称

変
更
前
の
名
称
等

13,120

17,984

6,434

9,017

7,596

13,134

9,214

8,463

各
務
原
市

鵜
沼
三
ツ

池
町
６
丁

目
167
番

地 所
在
地

収
容
人
員

各
務
原
市
鵜

沼
三
ツ
池
集

会
場

各
務
原
市
前

渡
西
町
第
一

集
会
場

集
会
場

各
務
原
市
那

加
楠
町
集
会

場
大
広
間

学
習
室

１
階
和
室

２
階
和
室

各
務
原
市
那

加
大
東
町
集

会
場集
会
室

研
修
室
１

研
修
室
２

各
務
原
市
那

加
東
部
集
会

場

集
会
場

研
修
室

会
議
室

学
習
室
(南
)

学
習
室
(北
)

和
室
(南
)

和
室
(北
)

集
会
室

各
務
原
市

鵜
沼
三
ツ

池
町
２
丁

目
36番
地

各
務
原
市

前
渡
西
町

797
番
地

３ 各
務
原
市

那
加
楠
町

35番
地
１

各
務
原
市

那
加
大
東

町
25番
地

１ 各
務
原
市

那
加
門
前

町
２
丁
目

37番
地
28

60人

60人
30人
15人
30人

50人
20人
20人

60人
20人
40人

18人
18人
30人
30人
100人

各
務
原
市
鵜

沼
三
ツ
池
集

会
場

各
務
原
市
前

渡
西
町
第
一

集
会
場

集
会
室

各
務
原
市
那

加
楠
町
集
会

場
大
集
会
室

小
集
会
室

和
室

各
務
原
市
那

加
大
東
町
集

会
場集
会
室
１

集
会
室
２

集
会
室
３

各
務
原
市
那

加
東
部
集
会

場

集
会
室

和
室
(1階

)
研
修
室

和
室
１

和
室
２

学
習
室
１

学
習
室
２

休
養
室

保
育
室

集
会
室

各
務
原
市

鵜
沼
三
ツ

池
町
２
丁

目
36番
地

各
務
原
市

前
渡
西
町

797
番
地

１ 各
務
原
市

那
加
楠
町

35番
地
１

各
務
原
市

那
加
大
東

町
25番
地

１ 各
務
原
市

那
加
門
前

町
２
丁
目

37番
地
28

60人

60人
30人
30人

50人
20人
20人

60人
10人
20人
20人
20人

18人
18人
30人
30人
100人
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各
務
原
市
陵

南
福
祉
セ
ン

タ
ー集
会
室

各
務
原
市
蘇

原
福
祉
セ
ン

タ
ー集
会
室

保
育
室

会
議
室

学
習
室

休
養
室

各
務
原
市
那

加
南
福
祉
セ

ン
タ
ー

集
会
室
１

集
会
室
２

学
習
室

保
育
室

休
養
室

各
務
原
市
那

加
西
福
祉
セ

ン
タ
ー
集
会
室

学
習
室
１

学
習
室
２

保
育
室

休
養
室

集
会
室

和
室

各
務
原
市

鵜
沼
朝
日

町
２
丁
目

384
番
地

１ 各
務
原
市

蘇
原
吉
新

町
２
丁
目

16番
地

各
務
原
市

那
加
東
亜

町
121
番

地 各
務
原
市

那
加
手
力

町
60番
地

１

200人

150人
16人
20人
30人
80人

80人
35人
35人
20人
20人

100人
15人
25人
15人
40人

90人
10人

各
務
原
市
陵

南
福
祉
セ
ン

タ
ー集
会
室

各
務
原
市
蘇

原
福
祉
セ
ン

タ
ー集
会
室

保
育
室

会
議
室

学
習
室

休
養
室

各
務
原
市
那

加
南
福
祉
セ

ン
タ
ー

集
会
室
１

集
会
室
２

学
習
室

保
育
室

休
養
室

各
務
原
市
那

加
西
福
祉
セ

ン
タ
ー
集
会
室

学
習
室
１

学
習
室
２

保
育
室

休
養
室

集
会
室

保
育
室

休
養
室

学
習
室

各
務
原
市

鵜
沼
朝
日

町
２
丁
目

384
番
地

１ 各
務
原
市

蘇
原
吉
新

町
２
丁
目

16番
地

各
務
原
市

那
加
東
亜

町
121
番

地 各
務
原
市

那
加
手
力

町
60番
地

１

200人

150人
16人
20人
40人
80人

100人
35人
35人
20人
20人

100人
15人
40人
15人
40人

90人
25人
12人
30人

各
務
原
市
緑

苑
コ
ミ
ュ
ニ

各
務
原
市
三

井
北
町
集
会

場

集
会
室

研
修
室
１

研
修
室
２

各
務
原
市
那

加
織
田
町
集

会
場大
広
間

１
研
修
室

２
研
修
室

各
務
原
市
前

渡
西
町
集
会

場

大
広
間

１
階
和
室

２
階
和
室

各
務
原
市
鵜

沼
川
崎
町
集

会
場集
会
室

会
議
室

研
修
室

研
修
室
Ａ

休
養
室

会
議
室

研
修
室
Ｂ

研
修
室
Ｃ

研
修
室
Ｄ

遊
戯
室

各
務
原
市

緑
苑
南
１

各
務
原
市

三
井
北
町

３
丁
目
13

1番
地
４

各
務
原
市

那
加
織
田

町
２
丁
目

３
番
地

各
務
原
市

前
渡
西
町

727
番
地

１ 各
務
原
市

鵜
沼
川
崎

町
２
丁
目

132番
地

80人
40人
40人

90人
25人
25人

100人
15人
50人

90人
20人
20人

30人
60人
80人
20人
20人
20人
40人

各
務
原
市
緑

苑
コ
ミ
ュ
ニ

各
務
原
市
三

井
北
町
集
会

場

集
会
室

研
修
室

各
務
原
市
那

加
織
田
町
集

会
場集
会
室

研
修
室
１

研
修
室
２

各
務
原
市
前

渡
西
町
集
会

場
集
会
室

１
階
和
室

２
階
和
室

各
務
原
市
鵜

沼
川
崎
町
集

会
場集
会
室

研
修
室
１

研
修
室
２

研
修
室
Ａ

休
養
室

会
議
室

研
修
室
Ｂ

研
修
室
Ｃ

遊
戯
室

各
務
原
市

緑
苑
南
１

各
務
原
市

三
井
北
町

３
丁
目
13

1番
地
４

各
務
原
市

那
加
織
田

町
２
丁
目

３
番
地

各
務
原
市

前
渡
西
町

727番
地

各
務
原
市

鵜
沼
川
崎

町
２
丁
目

132番
地

80人
80人

90人
25人
25人

100人
15人
50人

90人
20人
20人

30人
60人
80人
20人
20人
40人
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各
務
原
市
新

鵜
沼
台
コ
ミュ

ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー集
会
室
１

集
会
室
２

会
議
室

各
務
原
市
鵜

沼
台
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ーホ
ー
ル

学
習
室

休
養
室

保
育
室

各
務
原
市
入

会
・
昭
南
ふ

れ
あ
い
セ
ン

タ
ー集
会
室

和
室

各
務
原
市
尾

崎
中
央
ふ
れ

あ
い
会
館

集
会
室
大

集
会
室
中

集
会
室
小

テ
ィ
セ
ン
タ
ー

ホ
ー
ル

学
習
室

休
養
室

保
育
室

各
務
原
市

新
鵜
沼
台

８
丁
目
３

番
地

各
務
原
市

鵜
沼
台
６

丁
目
１
番

地 各
務
原
市

入
会
町
２

丁
目
106

番
地

各
務
原
市

尾
崎
西
町

１
丁
目
７

番
地
６

丁
目
１
番

地
３

50人
50人
50人

90人
40人
30人
30人

50人
20人

100人
50人
30人

150人
50人
30人
25人

各
務
原
市
新

鵜
沼
台
コ
ミュ

ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー集
会
室

学
習
室
１

学
習
室
２

各
務
原
市
鵜

沼
台
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー集
会
室

学
習
室

休
養
室

保
育
室

各
務
原
市
入

会
・
昭
南
ふ

れ
あ
い
セ
ン

タ
ー集
会
室
兼

学
習
室

休
養
室
兼

保
育
室

各
務
原
市
尾

崎
中
央
ふ
れ

あ
い
会
館

学
習
室

集
会
室

休
養
室

保
育
室

テ
ィ
セ
ン
タ
ー

集
会
室

学
習
室

休
養
室

保
育
室

各
務
原
市

新
鵜
沼
台

８
丁
目
３

番
地

各
務
原
市

鵜
沼
台
６

丁
目
１
番

地 各
務
原
市

入
会
町
２

丁
目
106

番
地

各
務
原
市

尾
崎
西
町

１
丁
目
７

番
地
６

丁
目
１
番

地
３

150人
30人
50人

90人
40人
30人
30人

50人

20人

48人
99人
30人
20人

170人
70人
70人
60人

各
務
原
市
ふ

れ
あ
い
セ
ン

タ
ー
前
野

各
務
原
市
琴

が
丘
ふ
れ
あ

い
会
館

ホ
ー
ル

和
室

各
務
原
市
新

加
納
地
区
ふ

れ
あ
い
セ
ン

タ
ー集
会
室
Ａ

集
会
室
Ｂ

学
習
室
Ａ

(１
階
)

学
習
室
Ｂ

(２
階
)

休
養
室
Ａ

休
養
室
Ｂ

保
育
室

各
務
原
市
三

井
東
町
ふ
れ

あ
い
セ
ン
タ
ー

集
会
室

和
室

和
室
Ａ

和
室
Ｂ

和
室
Ｃ

各
務
原
市

那
加
前
野

町
４
丁
目

２
番
地

各
務
原
市

那
加
琴
が

丘
町
３
丁

目
106
番

地 各
務
原
市

那
加
新
加

納
町
2226

番
地

各
務
原
市

三
井
東
町

４
丁
目
88

番
地
２

50人
20人

60人
60人

20人

60人
20人
20人
20人

50人
20人

15人
15人
15人

各
務
原
市
ふ

れ
あ
い
セ
ン

タ
ー
前
野

各
務
原
市
琴

が
丘
ふ
れ
あ

い
会
館

集
会
室
兼

学
習
室

休
養
室
兼

保
育
室

各
務
原
市
新

加
納
地
区
ふ

れ
あ
い
セ
ン

タ
ー集
会
室

学
習
室
(Ａ
)

学
習
室
(Ｂ
)

休
養
室

保
育
室

各
務
原
市
三

井
東
町
ふ
れ

あ
い
セ
ン
タ
ー

集
会
学
習

室休
養
保
育

室 休
養
室

保
育
室

各
務
原
市

那
加
前
野

町
４
丁
目

２
番
地

各
務
原
市

那
加
琴
が

丘
町
３
丁

目
106
番

地 各
務
原
市

那
加
新
加

納
町
2226

番
地

各
務
原
市

三
井
東
町

４
丁
目
88

番
地
２

50人

20人

130人
20人
60人
40人
20人

50人

20人

80人
30人



岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

公
職
選
挙
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号)

第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
名
称
の
変

更
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
二
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

名
称
の
変
更

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
木
曽
川
右
岸
流
域
下
水
道
維
持
管
理
業
務
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
随
意
契
約

３
随
意
契
約
の
理
由
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

)
第
11条
第
１
項
第
１
号
該
当

４
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
平
成
31年
４
月
１
日

令和５年９月22日 岐 阜 県 公 報 第 430 号( 425 )

各
務
原
市
鵜

沼
南
町
会
館

学
習
室

休
息
室

育
児
室

集
会
室

各
務
原
市
稲

羽
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー

集
会
室
１

集
会
室
２

会
議
室

研
修
室

遊
戯
室

休
養
室

丸
子
町
ふ
れ

あ
い
セ
ン
タ
ー

集
会
室

休
養
室

集
会
室

学
習
室
(東
)

学
習
室
(西
)

休
養
室
(東
)

休
養
室
(西
)

各
務
原
市

鵜
沼
南
町

６
丁
目
10

5番
地

各
務
原
市

上
戸
町
３

丁
目
324

番
地

各
務
原
市

鵜
沼
丸
子

町
３
丁
目

20番
地

90人
20人
15人
150人

200人
100人
100人
40人
60人
60人

50人
30人

60人
20人
20人
20人
20人

各
務
原
市
鵜

沼
南
町
会
館

学
習
室

休
養
室

保
育
室

集
会
室

各
務
原
市
稲

羽
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー

集
会
室
１

集
会
室
２

会
議
室

研
修
室

遊
戯
室

休
養
室

丸
子
町
ふ
れ

あ
い
セ
ン
タ
ー

集
会
室
兼

学
習
室

休
養
室
兼

保
育
室

集
会
室

学
習
室

休
養
室

各
務
原
市

鵜
沼
南
町

６
丁
目
10

5番
地

各
務
原
市

上
戸
町
３

丁
目
324

番
地

各
務
原
市

鵜
沼
丸
子

町
３
丁
目

20番
地

90人
20人
15人
150人

240人
140人
120人
60人
60人
100人

50人

30人

60人
40人
40人

社
会
福
祉
法
人
白
川
町
社
会
福
祉
協
議
会

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
あ
い
ら

ん
ど
美
濃
白
川

社
会
福
祉
法
人
白
川
町
社
会
福
祉
協
議
会

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
美
濃

白
川

変
更

後

社
会
福
祉
法
人
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
福
祉
振
興
会

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
あ
い
ら
ん

ど
美
濃
白
川

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
美
濃
白

川

変
更

前



５
契
約
の
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
各
務
原
市
前
渡
西
町
字
猿
尾
下
1521番

地

公
益
財
団
法
人
岐
阜
県
浄
水
事
業
公
社

理
事
長
若
宮
克
行

６
契
約
金
額
12,571,825,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
都
市
建
築
部
下
水
道
課
流
域
下
水
道
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

第 430 号 岐 阜 県 公 報 令和５年９月22日 ( 426 )

令
和
五
年
九
月
二
十
二
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


